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勝負（菖蒲）ヶ池付近

角田星指氏句碑

　
坊
ヶ
峯
は
標
高
約
３
９
５
ⅿ
で
、
境
川
を

代
表
す
る
景
勝
地
の
一
つ
で
す
。
江
戸
時
代

の
歴
史
書
で
あ
る
「
甲
斐
國
志
（
か
い
こ
く

し
）
」
に
よ
れ
ば
、
棒
ケ
峰
と
も
書
く
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
、
坊
（
お
坊
さ

ん
が
住
む
建
物
）
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
た
め
、

こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
歴
史
上
こ
の
坊
ヶ
峯
を
有
名
に
し
た
の
は
、

甲
斐
国
守
護
で
あ
る
武
田
信
縄
（
の
ぶ
つ
な
）

の
子
で
武
田
家
の
家
督
を
継
い
だ
信
虎
と
、

そ
の
叔
父
で
あ
り
勝
山
城
（
旧
中
道
町
）
の

城
主
で
あ
る
油
川
信
恵
（
の
ぶ
よ
し
）
と
の

合
戦
で
す
。
こ
の
合
戦
で
は
信
恵
が
負
け
て

戦
死
し
ま
し
た
。

　
今
は
か
れ
て
い
ま
す
が
、
坊
ヶ
峯
山
頂
に

あ
っ
た
池
は
、
勝
負
ヶ
池
（
し
ょ
う
ぶ
が
い

け
）
も
し
く
は
菖
蒲
ヶ
池
と
も
言
わ
れ
、
毎

年
５
月
５
日
の
夜
に
は
、
池
の
底
か
ら
刀
の

音
が
聞
こ
え
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま

す
。

　
も
と
も
と
こ
の
場
所
は
藤
垈
（
ふ
じ
ぬ
た
）

村
の
入
会
山
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
没
収

さ
れ
、
日
当
た
り
の
よ
い
と
こ
ろ
は
新
田
と

し
て
開
墾
（
か
い
こ
ん
）
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
坊
ヶ
峯
か
ら
は
甲
府
盆
地
や
三
方
の

山
々
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
眺
望
の

す
ば
ら
し
さ
か
ら
観
光
山
梨
新
十
景
に
も
選

ば
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
昔
行
わ
れ
た
俳
句
公
募
に
お
い
て
、

境
川
出
身
の
俳
人
で
あ
る
飯
田
蛇
笏
（
い
い

だ
だ
こ
つ
）
先
生
に
よ
っ
て
第
一
席
に
選
ば

れ
た
、
境
川
の
角
田
星
指
（
つ
の
だ
せ
い
し
）

氏
の
「
霜
月
の
風
に
鳶
（
と
び
）
舞
ふ
坊
ヶ

峯
」
と
い
う
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
般
的
に
、
坊
ヶ
峯
か
ら
市
川

三
郷
町
（
旧
三
珠
町
）
ま
で
の
平

坦
な
丘
陵
（
き
ゅ
う
り
ょ
う
）
は

曽
根
丘
陵
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

坊
ヶ
峯
の
東
側
を
流
れ
る
境
川
と

い
う
川
の
名
前
は
、
江
戸
時
代
の

広
域
地
域
名
で
あ
る
九
筋
（
く
す
じ
）

の
う
ち
、
八
代
郡
の
小
石
和
筋
・

中
郡
（
な
か
ご
お
り
）
筋
の
境
、

さ
ら
に
こ
の
地
形
的
な
境
界
に
流

れ
る
た
め
、
名
付
け
ら
れ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
30
年
代
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
送
信

所
が
建
設
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
鉄
塔
が
立
ち

並
び
、
最
近
は
携
帯
電
話
の
ア
ン

テ
ナ
も
加
わ
り
、
現
在
９
本
の
ア

ン
テ
ナ
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　
中
で
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
鉄
塔
は
夜
10

時
頃
ま
で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
昼
と
夜
で
違
っ

た
表
情
の
坊
ヶ
峯
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

坊ヶ峯遠景（東から）坊ヶ峯遠景（東から）

講演を行う山内先生

　５月１９日、推進委員会を開催し、山梨学院大学法学部教授山内幸雄先生をお招きして、
「条例の基礎知識～手作りの男女共同参画推進条例～」と題しての学習会を行いました。
　山内先生には、昨年７月にも「男女共同参画の推進」について講演していただきました。

笛ちゃん 吹ちゃん

■問合せ先　　市民環境部　市民活動支援課　市民活動支援担当　☎055（262）4111

笛吹市の条例が
早くできるとい
いね

私たちの意見も
取り入れてくれ
るとうれしいわ～

　「輝け男女��������笛吹プラン」の重点目標の一つでもある男女

共同参画推進条例制定に向け、今回の学習会では、山内先

生に条例の基礎を分かりやすく説明していただきました。

　内容は「条例とプランとの関係」、「条例の必要性」、「条

例制定の意義と効果」についてでした。

�　山内先生は、「条例をつくることは、自治体の“法”を

つくること。よい条例をつくるための条件は、意識を変え

ようとするのではなく“行動を変えること”を目指し、

人々の行動を“具体的に”かつ“適切に”規制すること。

条例をつくった後、それをどのように支えていく努力をす

るかが大事」だと述べられました。

条例をつくるにあたっての住民の関わりかたは？

多くの自治体条例の策定に関わりましたが、最も活発な議論をして手づくりをした自治体に

南アルプス市があげられます。策定委員会はもちろん、住民からより多くの意見を取り入れ

策定されました。結果として、市民総参加の条例が出来上がったと思います。

団体選出の委員に入れ替わりがありましたので、ご紹介します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）
　　　　　　小池　　洋（ＰＴＡ保護者連合会）
　　　　　　武川　真矢（保育所（園）保護者連合会）
　　　　　　渡辺　明文（校長会）
　　　　　　樋川　保子（女性団体連絡協議会）

　このほか、「条例に罰則規定を盛り込めるか」、「クウォーター制とは」、「条例施行後の区役員へ

の女性登用が進んだか」など、活発な質疑応答が行われました。


